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採
石
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行
令
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和
四
十
六
年
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令
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百
七
十
九
号
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（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正
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行

（
経
済
産
業
大
臣
が
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
）

（
経
済
産
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大
臣
が
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
）
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三
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十
二
条
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で
定
め
る
事
務
は
、
法
第
三
十

第
三
条

法
第
四
十
二
条
の
二
の
二
の
政
令
で
定
め
る
事
務
は
、
法
第
三
十

三
条
の
十
三
、
第
三
十
三
条
の
十
七
及
び
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

三
条
の
十
三
、
第
三
十
三
条
の
十
七
及
び
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
都
道
府
県
知
事
又
は
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
事
務
と
す
る
。

号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
の
長
が
行
う
事
務
と

す
る
。


